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(57)【要約】
【課題】天井構造において、天井板と粘弾性体の分離を
防止して制振効果を確保しつつ、粘弾性体の量を抑えな
がら制振効果の調整を可能とする。
【解決手段】壁２に固定される支持板１２の上に天井板
３の端部を載せて支持する天井構造であって、支持板１
２の上面と天井板３の端部下面との間に領域を分割して
設けられる粘弾性体１４と、壁２に支持板１２より上位
に固定され、天井板３の端部上面を案内する案内板１３
と、を備える。さらに、案内板１３の下面と天井板３の
端部上面との間に領域を分割して設けられる粘弾性体１
４を備える。具体的は、支持板１２と案内板１３が一体
化された見切り材１１を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　壁に固定される支持板の上に天井板の端部を載せて支持する天井構造であって、
　前記支持板の上面と前記天井板の端部下面との間に領域を分割して設けられる粘弾性体
と、
　前記壁に前記支持板より上位に固定され、前記天井板の端部上面を案内する案内板と、
を備えることを特徴とする天井構造。
【請求項２】
　前記案内板の下面と前記天井板の端部上面との間に領域を分割して設けられる粘弾性体
を備えることを特徴とする請求項１に記載の天井構造。
【請求項３】
　前記支持板と案内板が一体化された見切り材を備えることを特徴とする請求項１または
２に記載の天井構造。
【請求項４】
　前記見切り材は前記支持板及び案内板を対称形状に備えることを特徴とする請求項３に
記載の天井構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天井構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図５は従来の天井構造例を示したもので、５１は天井板、５２は吊り部材、５３は斜め
部材（ブレース）、５４は設備配管であり、図示のように、ブレース５３が必要とされて
いた。
【０００３】
　そして、特許文献１において、その公報図３に示されるように、天井板と周辺壁部の間
にＬ字型の部材で取り付けることで、クリアランスを隠し、さらに、Ｌ字型の水平部分に
天井板を挟み込んで、天井板が摺動することで、壁と天井の衝突、破損を防止する天井構
造が提案される。
【０００４】
　また、特許文献２において、その公報図４に示されるように、天井板に取り付けた突部
が壁側に取り付けられた摩擦板に潜り込むことで生じる摩擦によって、地震によるエネル
ギーを吸収して、天井の耐震性を向上させる天井構造が提案される。
【０００５】
　また、特許文献３において、その公報図１及び図２に示されるように、天井板と壁との
隙間を下方から塞ぐ塞ぎ板を設けることによって、施工性の向上を図りながら、その塞ぎ
板の上面と天井板の間に粘弾性体を取り付けることにより、地震によるエネルギーを粘弾
性体で吸収して天井板を制振する天井構造が提案される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４３１７４８５（特開２００５－３２５６４１）号公報
【特許文献２】特開２０１４‐１１４５４８号公報
【特許文献３】特開２０１４‐１１８７４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１の方法は、天井板を壁の間に設けたクリアランスにより、地震時の
衝突による破損、落下は防止できるが、天井自体の揺れの低減、及び天井の耐震性を満た
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すためには、ブレース等の耐震部材や、ダンパーなどの制振装置の設置が必要となる。
【０００８】
　また、特許文献２の方法は、摩擦板などの取り付けの際にボルト締めを採用しており、
構造的に機構が複雑であり、施工性が悪い。
【０００９】
　また、特許文献３の方法は、天井板と粘弾性体が塞ぎ板による下側からのみの支持であ
るため、天井が変形した際に天井板と粘弾性体が分離し、制振効果が発揮できなくなる可
能性がある。
【００１０】
　本発明の課題は、天井構造において、天井板と粘弾性体の分離を防止して制振効果を確
保しつつ、粘弾性体の量を抑えながら制振効果の調整を可能とすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　以上の課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、
　壁に固定される支持板の上に天井板の端部を載せて支持する天井構造であって、
　前記支持板の上面と前記天井板の端部下面との間に領域を分割して設けられる粘弾性体
と、
　前記壁に前記支持板より上位に固定され、前記天井板の端部上面を案内する案内板と、
を備えることを特徴とする。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、
　請求項１に記載の天井構造であって、
　前記案内板の下面と前記天井板の端部上面との間に領域を分割して設けられる粘弾性体
を備えることを特徴とする。
【００１３】
　請求項３に記載の発明は、
　請求項１または２に記載の天井構造であって、
　前記支持板と案内板が一体化された見切り材を備えることを特徴とする。
【００１４】
　請求項４に記載の発明は、
　請求項３に記載の天井構造であって、
　前記見切り材は前記支持板及び案内板を対称形状に備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、天井板と粘弾性体の分離を防止して制振効果を確保するとともに、粘
弾性体の量を抑えながら制振効果を調整することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明を適用した天井構造の一実施形態の構成を示す概略縦断面図である。
【図２】図１の見切り材部分の拡大図である。
【図３】図２の平面図である。
【図４】実施形態２の天井構造例を示す概略縦断面図である。
【図５】従来の天井構造例を示した概略縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図を参照して本発明を実施するための形態を詳細に説明する。
（実施形態１）
　図１は本発明を適用した天井構造の一実施形態の概略構成を示すもので、１は床、２は
壁、３は天井板、４は吊り部材、５はブレース、６は設備配管、１１は見切り材、１２は
支持板、１３は案内板、１４は粘弾性体である。
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【００１８】
　図示のように、壁２に対し、Ｌ型の見切り材１１の鉛直部をビス等で取り付ける。
　この見切り材１１は、図２に拡大して示すように、天井板３の端部を上下に挟み込むこ
とができるように水平部が２段の支持板１２及び案内板１３になっている。
　なお、見切り材１１の材料は任意である。
【００１９】
　そして、見切り材１１の水平部分の内部、すなわち、支持板１２の上面と案内板１３の
下面に粘弾性材１４をそれぞれ取り付け、天井板３の端部を上下に挟み込むことにより、
地震時に生じる天井板３の水平方向の動きを押さえて、耐震性の向上を図っている。
【００２０】
　このように、天井板３の端部を、見切り材１１の支持板１２と案内板１３で上下に挟み
込むことにより、地震時の変形で天井板３の端部が外れることを防止し、耐震性が損なわ
れることが無くなる。
【００２１】
　また、見切り材１１と天井板３端部との間に粘弾性体１４を設けて耐震性を向上させる
ことにより、図５に示したような従来必要とされている天井内に設けるブレース５３の数
量（図示例では６本）を、図１に示したように、例えばブレース５を２本と少なくするこ
とが可能となる。
【００２２】
　このように、ブレース５を少なくすることができるため、図示のように、天井内部に広
い空間を確保することが可能となり、天井裏の設備配管６などのスペースが確保しやすく
なり、設備計画がやりやすくなる。
【００２３】
　さらに、図３に示すように、粘弾性体１４の領域を分割して量（水平投影面積）を抑え
ながら調整することにより、天井板３の制振効果を適度に調整することを可能としている
。
【００２４】
　なお、以上の天井構造は新築、改修のいずれの場合でも適用可能である。
【００２５】
　以上、実施形態の天井構造によれば、見切り材１１の支持板１２の上面と天井板３の端
部下面との間に領域を分割して粘弾性体１４を設けるとともに、見切り材１１の案内板１
３の下面と天井板３の端部上面との間にも領域を分割して粘弾性体１４を設けることで、
天井板３と粘弾性体１４の分離を防止して制振効果を確保するとともに、粘弾性体１４の
量を無駄にせずに抑えながら制振効果を調整することができる。
【００２６】
（実施形態２）
　図４は実施形態２の天井構造例を示すもので、図示のように、両側の見切り材１１に加
えて、中央にも見切り材２１を設けている。
【００２７】
　すなわち、支持板１２及び案内板１３を左右対称形状に備える見切り材２１を用いて、
壁２と直交方向の壁間に見切り材２１を端部で取り付け支持しておく。
　そして、大天井で２分割された天井板３の端部を、その間の中央において、見切り材２
１の左右の支持板１２の上面と天井板３の端部下面との間に領域を分割して粘弾性体１４
をそれぞれ設けるとともに、見切り材２１の左右の案内板１３の下面と天井板３の端部上
面との間にも領域を分割して粘弾性体１４をそれぞれ設ける。
【００２８】
　このように、大天井の場合に、２分割の天井板３として、両側の見切り材１１に加えて
、２分割された天井板３の端部を、その間の中央において、見切り材２１の左右の支持板
１２と、左右の案内板１３との間に、領域を分割してそれぞれ設けた粘弾性体１４を介し
て上下に挟み込むようにしても、前述した実施形態１と同様に、天井板３と粘弾性体１４
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の分離を防止して制振効果を確保するとともに、粘弾性体１４の量を無駄にせずに抑えな
がら制振効果を調整することができる。
【００２９】
　なお、さらに大天井の場合には、十字方向に見切り材２１を設けて、４分割の天井板３
を同様に支持するようにしてもよく、さらに天井板３を多分割してその間に見切り材２１
を設けてもよい。
【００３０】
（変形例）
　以上の実施形態の他、具体的な細部構造等について適宜に変更可能であることは勿論で
ある。
【符号の説明】
【００３１】
１　床
２　壁
３　天井板
４　吊り部材
５　ブレース
６　設備配管
１１　見切り材
１２　支持板
１３　案内板
１４　粘弾性体
２１　見切り材

【図１】 【図２】
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